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　　　補正（注１）

　　　　申請書類の不備
　　　や、記載事項に誤
　　　りがあった場合に　　
　　　補正となります。

　　　　
　　　　申請フロー図に
　　　ついては、『補正
　　　申請の場合』をご
　　　確認ください。

（注１）

（注２）

　名簿登載日にはそれぞれ受付期間を設定しています。
　受付期間内に書類審査が終了しなかった場合は、該当する名簿登載日には登載されません。

申請書及び添付書類は、
建設・不動産業課まで郵送又は
窓口に提出する必要があります。
申請書の提出がなければ
審査を行うことができませんので
ご注意ください。

〔 本書P.1～　１．随時申請における入力手順　参照 〕

随時・業種追加申請の場合

完　了

P8

　申請書に不備がある場合は、手順【1-7A 基本情報入力】の⑧その他※代理申請者連絡先に記載されたFAX
番号に補正事項連絡票を送付します。
　FAX番号の記載がない場合は、手順の【2.申請状況の確認方法】により申請者が各々申請状況を確認して
いただくことになりますのでご注意ください。
　なお、『補正事項有り』のまま各名簿登載日の申請期限が過ぎてしまった場合は、該当する名簿登載日に
は登載されません。

申請区分
｢当初｣｢随時｣
｢業種追加｣を選択します。

電子申請システム
ログイン

申請書印刷

申請書及び添付書類 提出

P9～12

P2～4

名簿登載　（注２）

建設工事（共通）

基本情報入力

建設工事（団体）

申請情報入力

P5～8

P4

P12～13

審査結果確認



　補正

　　申請書類の不備や
　記載事項に誤りがあ
　った場合は、補正と
　なります。
　　再度、補正後の申
　請書の提出等、処理
　が必要となります。

P20

NO　　添付書類の誤り

建設工事（共通）

電子申請システム
ログイン

建設工事（団体）

補正内容確認

P17～18

　　　　　〔 本書P.15～　２．申請状況の確認方法
　　　　　　 本書P.19～　３．補正申請における入力手順　参照 〕

補正申請の場合

添付書類の修正・取寄せ

建設工事（団体）

添付書類のみの
補正の場合は
団体画面だけで
処理が完了します

　YES

P2～4

P16

団体画面から戻る

誤りの修正入力・登録

名簿登載

補正申請

補正申請書印刷

P23～24

P21～22

P16～18

完　了

申請書及び添付書類 提出

申請内容の誤り

審査結果確認



〔 本書P.25～　４．変更申請における入力手順　参照 〕

変更申請の場合

不受理

　変更申請では申請に不備
がある場合は、補正はせず
に不受理として書類を全て
返却します。最初から変更
処理を行ってください。

完　了

P26

P29

変更申請書の印刷

P32～33

名簿情報変更

電子申請システム
ログイン

P27

建設工事（共通）

変更情報　入力・登録

変更項目の入力・申請

建設工事（団体）

P2～4

P29～31

審査結果確認



P36～38

P36

〔 本書P.35～　５．取消申請における入力手順　参照 〕

取消申請の場合

名簿から取消

申請区分には
「全業種取消」と
「一部業種取消」の
二種類がありますので
注意してください。

電子申請システム
ログイン

申請書の提出

P2～4

P39～40

建設工事（団体）

取消情報　入力・申請

申請書の印刷
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１．随時申請における入力手順
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１．随時申請における入力手順 

 

【１－１ システムアクセス】 

千葉県庁ホームページ（ http://www.pref.chiba.lg.jp/ ）から、県への手続を選択

します。 

 
 

【１－２ システムアクセス】 

ページが移行したら、入札・契約の千葉県 電子調達システムをクリックします。 

 

 

 

県への手続 

千葉県 電子調達システム 
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【１－３ システムアクセス】 

電子調達システム画面が表示されたら、電子申請システムを選択します。 

 

 

 

【１－４ システムログイン】 

 ログイン画面が表示されたら、申請ＩＤ及びパスワードを入力し、ログインボタンを

クリックします。 

 

 

※入力にあたっては、半角・英数・大文字・小文字の入力誤りに注意してください。 

 

 

 

 

 

電子申請システム 電子申請システム 

上段：申請ＩＤ 

（半角数字５桁） 

下段：パスワード 

（半角英数８桁） 

ログイン 

（参考） 

重要な事項が掲載されますので、

よく確認してください。 
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【１－５ システムログイン】 

申請システムメニュー画面が表示されたら、建設工事申請ボタンをクリックします。 

 

 

 

【１－６ 基本情報入力】 

 処理選択画面が表示されたら、建設工事（共通）ボタンをクリックします。 

※ 申請は、「１建設工事（共通）」で基本情報等を入力し、次に「２建設工事（団体）」

で申請希望業種等を入力することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事（共通） 

建設工事申請 
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【１－７Ａ 基本情報入力】 

基本画面が表示されたら、各項目の内容を確認してください。 

表示されている商号又は名称等の修正及び必要な箇所の入力については、左端にチェ

ックを入れたうえで、入力及び修正を行います。 

データの入力及び修正が終了したら登録ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 
工事経歴画面は、千葉県に

対する申請では入力不要。

修正するものを

入 力

修正するものを 

チェック 

P.6 Ｃ参照

P.6 Ｂ参照 

P.6 Ａ参照

P.6 Ｆ参照 

P.6 Ｅ参照

P.6 Ｄ参照

千葉市中央区市場町１‐１
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入力に際しての注意事項 

①商号名称 
Ａ 

株式会社などは「（株）」と、略称を全角で入力してください。 

③主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号 

Ｂ 

市区町村の項目は、検索をクリックして市区町村名を選択します。    

市町村合併が行われていた場合、旧市町村名が表示されますが、旧市町村名を

選択してください。（申請書には、合併後の市町村名で表示されます。） 

なお、所在地は現在の市町村名から入力してください。 

    【例】匝瑳市八日市場イ１９９９ 

        市区町村   八日市場市を選択 

        所 在 地   匝瑳市八日市場イ１９９９ 

 

 所在地に‐［全角ハイフン］以外を使用している場合、電子入札システムでの

表示において「？」と文字化けしますので、‐［全角ハイフン］以外を使ってい

る場合（－［全角マイナス］等）は修正してください。 

 もしくは、○丁目○番地○号と入力してください。 

    【例】千葉市中央区市場町１‐１ 

        ○：千葉市中央区市場町１番１号 

○：千葉市中央区市場町１‐１ ・・・全角ハイフン 

×：千葉市中央区市場町１－１ ・・・全角マイナス 

④代表者 
Ｃ 

 代表者氏名を修正する場合は、姓と名の間を１文字あけてください。 

⑧その他 

Ｄ  建設業団体の加入状況について、変更申請以外で２．脱退は使用しません。 

 団体未加入の方は入力しないでください。 

※代理申請者連絡先（代理申請のみ入力） 

Ｅ 

 代理申請以外でも入力してください！ 

 代理申請以外の場合、代理申請者商号又は名称欄には申請書作成者の連絡部署

を入力し、電話番号及びＦＡＸ番号の入力をお願いします。（疑義が生じた場合

の連絡先） 

 申請内容に不備等があった場合、こちらに記載のＦＡＸ番号に補正事項連絡票

を送付します。記載しない場合は、「３．申請状況の確認方法」により申請者が

各々確認してください。 

登録営業所 

Ｆ  県外業者（千葉県外に主たる営業所を構えている）の方で、⑥指名通知等を受

ける事務所に係る事項及び⑦代理人に係る事項を希望する方は、営業所追加ボタ

ンをクリックし、該当する営業所のみ入力してください。 
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【１－７Ｂ 基本情報入力（登録営業所の追加画面）】 

※ 県外業者で、「⑥指名通知等を受ける事務所に関わる事項」及び「⑦代理人に係

わる事項」を希望する方のみ入力 

 

○Ａ 営業所追加画面が表示されたら、必要事項を入力のうえ追加ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

○Ｂ 営業所の追加が完了すると、１－７Ａの画面最下段の登録営業所が、次のように表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

山武支店 千葉県東金市東新宿１７－５
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【１－８ 基本情報入力】 

登録が正常に終了すると、次のような画面が表示され、建設工事（共通）の入力が   

終了となるので、閉じるボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じる 
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【１－９ 申請データ作成】 

  閉じるボタンをクリックした後、処理選択画面が表示されますので建設工事（団体）

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

【１－１０ 申請データ作成】 

建設工事（団体）画面が表示されたら、申請する団体名（千葉県）、申請区分（随時   

申請）、申請年度（平成２１年度～平成２３年度）をプルダウンボタン（  ）から選

択し、作成ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

 

建設工事（団体） 

団体名 作成 

申請区分 

申請年度

随時申請 平成21年度～平成23年度
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【１－１１Ａ 申請データ作成】 

 作成画面が表示されたら、申請業種のチェック、指名通知先と契約先を選択し、確認

ボタンをクリックします。 

 

 

 

確 認 

１－１１Ｂへ

指名通知先及び契約先 

県内業者：主たる営業所 

県外業者：主たる営業所又は１－７Ｂの登録営業所に登録した営業所

チェック 

希望工事分野については、７．希望工事分野

の例から選び入力してください。 

○良い例：路面標示工事 

×悪い例：塗装工事全般 

※業種全般を希望しており、特に希望する

工事がない場合は、空欄でも構いません。 

ＩＣカード登録区分については、触らないでください。 

随時申請 平成21年度～平成23年度

 

平成17年08月01日(月)～ 

平成22年07月31日(金)

平成 20 年 10 月 21 日
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【１－１１Ｂ 申請データ作成】 

申請書の内容を確認する画面が表示されますので、表示されているもので間違いがな

いか確認をしてください。間違いがあった場合は一旦×ボタンで確認用画面を閉じ、共

通又は団体画面から内容を修正することが可能です。 

内容を確認したら、×ボタンを押し確認画面を閉じてください。 

 
※ ここで印刷した「確認用」申請書では受付できませんので、御注意願います。 

 

 

【１－１２ 申請データ作成】 

  確認用画面を×ボタンで閉じた後、申請ボタンをクリックします。 

 

 ※ 申請ボタンを押すと、修正することができなくなりますので、確認画面でよく確認

してください。 

 

確認用 

×ボタン

随時申請 平成21年度～平成23年度

平成 20 年 10 月 21 日

申 請 
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【１－１３ 申請データ作成】 

申請をクリックし、処理が正常に終了すると、次のように表示されるので、閉じるボ

タンをクリックします。 

 
 

 

 

【１－１４ 申請書印刷】 

ここまでの作業がすべて終了しましたら、申請履歴に表示された項目をチェックし、

申請書印刷ボタンをクリックします。 

  しばらくして、新たに表示される申請書作成済をクリックします。 

 
 

 

申請書作成済申請書印刷 

チェック 

随時申請 

随時申請

閉じる 

宛名をクリックすると送付票が印刷できますので必要に応じてご利用ください。 

なお、【千葉県】のシートを選択した後、お手数ですが年度を【平成21～23年度】に訂正

し、印刷してください。 
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【１－１５ 申請書印刷】 

申請書（システム帳票１）が次のように表示されますので、印刷してください。 

 

 

 

【１－１６ 申請書及び添付資料について】 

１－１５で印刷した申請書及び添付書類等を千葉県県土整備部建設・不動産業課あて

に提出（郵送又は持参）してください。 

申請に必要な添付書類等は、入札参加資格申請に関する説明書（建設工事業者用）で

確認してください。 

※ １－１１Ｂで表示される「確認用」では受付できません（補正対象となります）

ので、御注意願います。 

※ 申請書及び添付書類は速やかに提出してください。提出がなければ、審査が開始

されませんので御注意願います。 

 

 

 

 

 

印刷 

システム帳票１ 
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！！！ 申請における注意事項 ！！！ 

 

団体画面で申請ボタンをクリックし、正常に申請が終了すると、申請履歴の当該申請の

状態が「書類審査中」となります。 

 

「書類審査中」となっている申請は一切の情報入力ができません。 

そのため、１－１２申請データ作成において申請ボタンをクリックした後は、間違いが

あった場合又は訂正したい場合修正することができません。 

訂正等の必要が生じた場合は、速やかに建設・不動産業課までご連絡ください。 

 

なお、申請終了後に申請書及び添付書類が提出されないと、申請履歴の状態は「書類審

査中」のままとなり、審査は行なわれません。 

書類審査中のままの申請は、審査は行われないため、名簿に登載されませんのでご注意

ください。 

 

書類審査中

申請ID:99999               商号名称:県庁建設(株) 
代表者名:県庁 太郎           所在地:千葉市中央区市場町１‐１ 

99-99999 
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２．申請状況の確認方法 
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２．申請状況の確認方法 

 

【２－１ 申請状況確認】 

電子申請システムにログイン（手順１－１～１－５参照）し、処理選択画面の、建設

工事（団体）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事（団体） 
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【２－２Ａ 審査が完了している場合】 

  次の画面のように、状態が書類審査終了と表示されていた場合受付終了となります。 

  入札参加資格者名簿には、審査完了日を基準とし登載されますのでお待ち下さい。 

  なお、登載月の前月末に資格者名簿登載通知書（ハガキ）が送付されます。 

 

※この画面以外の方は、補正事項がありますので、２－２Ｂに進んでください。 

 

 

 

【２－２Ｂ 補正事項がある場合】 

次の画面のように、状態が補正事項有り（黄色表示）と表示されますので、チェック

し、補正事項参照ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

補正事項有り 

チェック 

書類審査終了 

補正事項参照
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【２－３ 補正事項連絡票】 

補正事項参照をクリックすると補正事項連絡票が表示されますので、補正内容を確認

してください。（一番下までスクロールし確認してください。） 

確認が終了したら閉じるボタンをクリックしてください。 

 

※ 補正内容が、申請書を修正・訂正する場合には、３－１補正申請の方法①へ 

補正内容が、添付書類のみの場合は、３－２補正申請の方法②へ 

 

補正事項 

補正事項 

補正事項 

閉じる 
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３．補正申請における入力手順 
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３．補正申請における入力手順 

 

【３－１ 補正申請の方法①】 

申請書に修正が必要な場合には、処理選択画面から、建設工事（共通）を開き、補正

項目を修正し、修正後登録ボタンをクリックしてください。 

 

登録 

修正 
チェック 
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【３－２ 補正申請の方法②】 

次に建設工事（団体）を開き、申請履歴をチェックし、補正申請ボタンをクリックし

てください。 

 

 

 

 

【３－３Ａ 補正申請の方法③】 

補正申請画面が表示されたら、補正内容に関わらず、再度、指名通知先、契約先等を

選択し、確認ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

チェック 補正申請 

確認 

指名通知先 

補正内容に関わらず再度選択してください。 

ＩＣカード登録区分については、触らない

でください。 

契約先 

補正内容に関わらず再度選択してください。 
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【３－３Ｂ 補正申請の方法③】 

  申請書の内容を確認する画面が表示されますので、表示されているもので間違いがな

いか確認をしてください。間違いがあった場合は修正することが可能です。 

  内容を確認したら、×ボタンを押し確認画面を閉じてください。 

 
※ ここで印刷した「確認用」申請書では受付できませんので、御注意願います。 

 

 

【３－４ 補正申請の方法④】 

確認用画面を×ボタンで閉じた後、申請ボタンをクリックします。 

 
 ※ 申請ボタンを押すと、修正することができなくなりますので、確認画面でよく確認

確認用 

×ボタン

申 請 
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してください。 

【３－５ 補正申請の方法⑤】 

  申請をクリックし、処理が正常に終了すると、次のように表示されるので、閉じるボ

タンをクリックします。 

 
 

 

 

【３－６ 補正後申請書の印刷】 

ここまでの作業がすべて終了しましたら、申請履歴に表示された項目をチェックし、

申請書印刷ボタンをクリックします。 

しばらくして、新たに表示される申請書作成済をクリックします。 

 

 

 

 

申請書印刷 申請書作成済

閉じる

チェック 
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【３－７ 補正後申請書の印刷】 

補正申請書が次のように表示されますので、印刷してください。 

 

 

 

【３－８ 補正後申請書及び添付資料について】 

３－７で印刷した補正申請書及び添付書類等を千葉県県土整備部建設・不動産業課あ

てに提出（郵送又は持参）してください。 

※ ３－３Ｂで表示される「確認用」では受付できません（補正対象となります）の

で、御注意願います。 

※ 申請書及び添付書類は速やかに提出してください。提出がなければ、審査が開始

されませんので御注意願います。 

 

ただし、添付書類のみの補正の場合には、補正申請書の提出は不要となります。 

  ※ 補正申請書の提出は不要ですが、電子申請システム上での補正申請処理は必要で

す。 

補正後 

印刷 

システム帳票１ 
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４．変更申請における入力手順
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４．変更申請における入力手順 

 

【４－１ 変更申請の入力】 

電子申請システムにログイン（手順１－１～１－５参照）し、処理選択画面の、建設

工事（共通）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設工事（共通） 
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【４－２ 基本情報の変更】 

基本画面が表示されたら、変更する項目にチェックし、修正し、登録ボタンをクリッ

クしてください。 

修正方法は、１－７Ａ基本情報入力と同様になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 修正 

登録 
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【４－３ 基本情報の変更】 

  登録が正常に終了すると、次のような画面が表示され、建設工事（共通）の変更事項

入力が終了となるので、閉じるボタンをクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じる
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【４－４ 記載事項変更届データ作成】 

閉じるボタンをクリックした後、処理選択画面が表示されますので、建設工事（団体）

ボタンをクリックします。 

 

 

 

【４－５ 記載事項変更届データ作成】 

建設工事（団体）画面が表示されたら、申請する団体名（千葉県）、申請区分（変更

申請）、申請年度（平成２１年度～平成２３年度）をプルダウンボタン（  ）から選択

し、作成ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

建設工事（団体） 

作成 
団体名 

申請区分 

申請年度

平成21年度～平成23年度
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【４－６Ａ 記載事項変更届データ作成】 

変更項目（４－２基本情報の変更で修正した項目）にチェックし、確認ボタンをクリ

ックします。 

※ この画面でチェックした項目は、変更申請対象項目とみなし、 

記載事項変更届に出力されますので注意してください。 

 

 

確認 

変更がある場合、プルダウンボ

タン（ ）から「変更」を選択

変更がある場合、プルダウンボ

タン（ ）から「変更」を選択

平成21年度～平成23年度

平成 20 年 10 月 21 日

 

 



31 

【４－６Ｂ 記載事項変更届データ作成】 

  記載事項変更届の内容を確認する画面が表示されますので、表示されているもので間

違いがないか確認してください。間違いがあった場合は一旦×ボタンで確認用画面を閉

じ、共通又は団体画面から内容を修正することが可能です。 

 内容を確認したら、×ボタンを押し確認画面を閉じてください。 

 

※ ここで印刷した「確認用」申請書では受付できませんので、御注意願います。 

 

 

【４－７ 記載事項変更届データ作成】 

  確認用画面を×ボタンで閉じた後、申請ボタンをクリックします。 

 

 ※ 申請ボタンを押すと、修正することができなくなりますので、確認画面でよく確認

してください。 

 

確認用 

×ボタン

変更申請 平成21年度～平成23年度

平成 20 年 10 月 21 日

申 請 
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【４－８ 記載事項変更届データ作成】 

申請をクリックし、処理が正常に終了すると、次のように表示されるので、閉じるボ

タンをクリックします。 

 

 

 

 

【４－９ 記載事項変更届印刷】 

ここまでの作業がすべて終了しましたら、申請履歴に表示された項目をチェックし、

申請書印刷ボタンをクリックします。 

しばらくして、新たに表示される申請書作成済をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

平成21年度～平成23年
申請書作成済

閉じる 

チェック 申請書印刷
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【４－１０ 記載事項変更届印刷】 

記載事項変更届（システム帳票６）が次のように表示されますので、印刷してくださ

い。 

 

 

 

【４－１１ 記載事項変更届及び添付資料について】 

４－１０で印刷した記載事項変更届及び添付書類等を千葉県県土整備部建設・不動産

業課あてに提出（郵送又は持参）してください。 

なお、届出状況については「２申請状況の確認方法」に準じて行ってください。 

※ ４－６Ｂで表示される「確認用」では受付できません（補正対象となります）の

で、御注意願います。 

※ 記載事項変更届及び添付書類は速やかに提出してください。提出がなければ、審

査が開始されませんので御注意願います。 

 

印刷 

システム帳票６ 
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---memo--- 
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５．取消申請における入力手順
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５．取消申請における入力手順 

 

【５－１ 取消申請】 

電子申請システムにログイン（手順１－１～１－５参照）し、処理選択画面の、建設

工事（団体）ボタンをクリックします。 

 

 

【５－２ 取消申請】 

建設工事（団体）画面が表示されたら、団体名（千葉県）、申請区分（業種取消申請）、

申請年度（平成２１年度～平成２３年度）をプルダウンボタン（  ）から選択し、作

成ボタンをクリックします。 

 

※ 申請区分は２種類あります。  

業種取消申請（一部業種）・・・特定の業種を取り消す場合。     

業種取消申請（全業種）・・・・入札参加資格全てを取り消す場合。  

建設工事（団体） 

作成 団体名 

申請区分 

申請年度
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【５－３Ａ 取消申請】 

作成画面が表示されたら、取消業種のチェック、取消発生年月日及び取消理由を入力

し、確認ボタンをクリックします。 

※ 業種取消申請（全業種）を選択していると、自動的にすべての業種にチェックが

入力されます。 

 

 

 

（一部業種の場合）

取り消す業種を 

チェック 

確認 

発生年月日 

取消理由 
 
（例）建設業許可の廃業の為 
   経営事項審査を受けなかった為 
   自社都合の為       ・・・等 
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【５－３Ｂ 取消申請】 

申請書の内容を確認する画面が表示されますので、表示されているもので間違いがな

いか確認をしてください。間違いがあった場合は一旦×ボタンで確認用画面を閉じ、団

体画面から内容を修正することが可能です。 

内容を確認したら、×ボタンを押し確認画面を閉じてください。 

 
※ ここで印刷した「確認用」申請書では受付できませんので、御注意願います。 

 

 

 

【５－４ 取消申請】 

  確認用画面を×ボタンで閉じた後、申請ボタンをクリックします。 

 

 ※ 申請ボタンを押すと、修正することができなくなりますので、確認画面でよく確認

してください。 

 

 

確認用 

×ボタン

申 請 
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【５－５ 取消申請】 

申請をクリックし、処理が正常に終了すると、次のように表示されるので、閉じるボ

タンをクリックします。 

 

 

 

【５－６ 取消申請書印刷】 

ここまでの作業がすべて終了しましたら、申請履歴に表示された項目をチェックし、

申請書印刷ボタンをクリックします。 

しばらくして、新たに表示される申請書作成済をクリックします。 

 

 

 

 

申請書印刷

申請書作成済

チェック 

閉じる 
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【５－７ 取消申請書印刷】 

取消申請書（システム帳票９）が次のように表示されますので、印刷してください。 

 

 

 

【５－８ 取消申請書について】 

５－７で印刷した取消申請書を千葉県県土整備部建設・不動産業課あてに提出（郵送

又は持参）してください。 

  取消申請については、添付資料は必要ありません。 

なお、申請状況については、「２申請状況の確認方法」に準じて行ってください。 

※ ５－３Ｂで表示される「確認用」では受付できません（補正対象となります）

ので、御注意願います。 

※ 記載事項変更届は速やかに提出してください。提出がなければ、審査が開始さ

れませんので御注意願います。 

 

 

 

 

 

印刷 

システム帳票９ 
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６．システムで使用できない文字の例 

 \ ~ ＼ ～ ∥ － ￠ ￡ ￢ , | ` ^ " < > 

 ; 〝 〟 № ㏍ ℡ ≒ ≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 

 ∵ ∩ ∪ ￢ ￤ ＇ ＂                   

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 

 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨               

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ             

 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ             

 ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 

 ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㈱ ㈲ ㈹ ㍻ ㍾ ㍽ ㍼     

                 

 纊 褜 鍈 銈 蓜 俉 炻 昱 棈 鋹 曻 彅 仡 仼 伀 﨏 

 伃 伹 佖 侒 侊 侚 侔 俍 偀 倢 俿 倞 偆 偰 偂 傔 

 僴 僘 兊 兤 冝 冾 凬 刕 劜 劦 勀 勛 匀 匇 匤 卲 

 厓 厲 叝 﨎 咜 咊 咩 哿 喆 坙 坥 垬 埈 埇     

 塚 增 墲 夋 奓 奛 奝 奣 妤 妺 孖 寀 甯 寘 寬 尞 

 岦 岺 峵 崧 嵓 﨑 嵂 嵭 嶸 嶹 巐 弡 弴 彧 德 忞 

 恝 悅 悊 惞 惕 愠 惲 愑 愷 愰 憘 戓 抦 揵 摠 撝 

 擎 敎 昀 昕 昂 昉 昮 昞 昤 晥 晗 晙 晴 晳 暙 暠 

 暲 暿 曺 朎 朗 杦 枻 桒 柀 栁 桄 棏 﨓 楨 﨔 榘 

 槢 樰 橫 橆 橳 橾 櫢 櫤 毖 氿 汜 沆 汯 泚 洄 涇 

 浯 涖 涬 淏 淸 淲 淼 渹 湜 渧 渼 溿 澈 澵 濵 瀅 

 瀇 瀨 炅 炫 焏 焄 煜 煆 煇 凞 燁 燾 犱       

 犾 猤 猪 獷 玽 珉 珖 珣 珒 琇 珵 琦 琪 琩 琮 瑢 

 璉 璟 甁 畯 皂 皜 皞 皛 皦 益 睆 劯 砡 硎 硤 硺 

 礰 礼 神 祥 禔 福 禛 竑 竧 靖 竫 箞 精 絈 絜 綷 

 綠 緖 繒 罇 羡 羽 茁 荢 荿 菇 菶 葈 蒴 蕓 蕙   

 蕫 﨟 薰 蘒 﨡 蠇 裵 訒 訷 詹 誧 誾 諟 諸 諶 譓 

 譿 賰 賴 贒 赶 﨣 軏 﨤 逸 遧 郞 都 鄕 鄧 釚 釗 

 釞 釭 釮 釤 釥 鈆 鈐 鈊 鈺 鉀 鈼 鉎 鉙 鉑 鈹 鉧 

 銧 鉷 鉸 鋧 鋗 鋙 鋐 﨧 鋕 鋠 鋓 錥 錡 鋻 﨨 錞 

 鋿 錝 錂 鍰 鍗 鎤 鏆 鏞 鏸 鐱 鑅 鑈 閒 隆 﨩 隝 

 隯 霳 霻 靃 靍 靏 靑 靕 顗 顥 飯 飼 餧 館 馞 驎 

 髙 髜 魵 魲 鮏 鮱 鮻 鰀 鵰 鵫 鶴 鸙 黑       
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７．希望工事分野の例 

略号 建設工事の種類 建設工事の内容 希望工事分野の例 

土 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土

木工作物を建設する工事（補修、改造

又は解体する工事を含む。以下同じ。）

 

建 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建

築物を建設する工事 

 

大 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を

築造し、又は工作物に木製設備を取付

ける工事 

大工工事、型枠工事、造作工事 

左 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラ

スター、繊維等をこて塗り、吹付け、又

ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、

吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 

と とび・土工・コン

クリート工事 

イ 足場の組立て、機械器具・建設資

材等の重量物の運搬配置、鉄骨等

の組立て、工作物の解体等を行う工

事 

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい

を行う工事                

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等

を行う工事               

二 コンクリートにより工作物を築造する

工事                    

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量

物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コ

ンクリートブロック据付け工事、工作物解体工

事                          

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所

打ぐい工事                       

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、

盛土工事                        

二 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コン

クリート圧送工事、プレストレストコンクリート工

事                          

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリン

ググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、

吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工

事、外構工事、はつり工事 

石 石工事 石材（石材に類似のコンクリートブロック

及び擬石を含む。）の加工又は積方に

より工作物を築造し、又は工作物に石

材を取付ける工事 

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張

り）工事 

屋 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根を

ふく工事 

屋根ふき工事 

電 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構

内電気設備等を設置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変

電設備工事、構内電気設備（非常用電気設備を

含む。）工事、照明設備工事、電車線工事、信

号設備工事、ネオン装置工事 
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略号 建設工事の種類 建設工事の内容 希望工事分野の例 

管 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の

ための設備を設置し、又は金属製等の

管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等

を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調

和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備

工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設

備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生

工事 

タ タイル・レンガ・

ブロック工事 

れんが、コンクリートブロック等により工

作物を築造し、又は工作物にれんが、

コンクリートブロック、タイル等を取付

け、又ははり付ける工事 

コンクリートブロック積み（張り）工事、れんが積

み（張り）工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿

スレート張り工事 

鋼 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立

てにより工作物を築造する工事 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等

の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘

門・水門等の門扉設置工事 

筋 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は

組立てる工事 

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 

ほ ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンク

リート、砂、砂利、砕石等によりほ装する

工事 

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブ

ロックほ装工事、路盤築造工事 

しゅ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする

工事 

しゅんせつ工事 

板 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付

け、又は工作物に金属製等の付属物を

取付ける工事 

板金加工取付け工事、建築板金工事 

ガ ガラス工事 工作物にガラスを加工して取り付ける

工事 

ガラス加工取付け工事 

塗 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付

け、又ははり付ける工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕

上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 

防 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等

によって防水を行う工事 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シー

リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注

入防水工事 

内 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たた

み､ビニール床タイル、カーペット、ふ

すま等を用いて建築物の内装仕上げを

行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内

装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふ

すま工事、家具工事、防音工事 

機 機械器具設置工

事 

機械器具の組立て等により工作物を建

設し、又は工作物に機械器具を取付け

る工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力

発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機

器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮

設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置

工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 
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略号 建設工事の種類 建設工事の内容 希望工事分野の例 

絶 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁す

る工事 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃

料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 

通 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設

備、放送機械設備、データ通信設備

等の電機通信設備を設置する工事 

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置

工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、

データ通信設備工事、情報制御設備工事、

TV 電波障害防除設備工事 

園 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け

等により庭園、公園、緑地等の苑地を

築造する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工

事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水

景工事、屋上等緑化工事 

井 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を

行う工事又はこれらの工事に伴う揚水

設備設置等を行う工事 

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘

削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削

工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 

具 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を

取付ける工事 

金属建具取付け工事、サッシ取付け工事、金

属製カーテンウォール取付け工事、シャッター

取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建

具取付け工事、ふすま工事 

水 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取

水、浄水、配水等の施設を築造する

工事又は公共下水道若しくは流域下

水道の処理設備を設置する工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工

事、下水道処理設備工事 

消 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備

若しくは消火活動に必要な設備を設

置し、又は工作物に取付ける工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工

事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は

粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工

事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備

工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設

備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、

避難橋又は排煙設備の設置工事 

清 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設

置する工事 

ごみ処理施設工事・し尿処理施設工事 

 

 


